
【別紙１】第４次多摩市女と男がともに生きる行動計画（R3～R12）　策定方針　概要図

≪目指すもの≫　すべての人にとって住みやすく暮らしやすい男女平等参画社会の実現（「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」第１条）

・「多摩市民意識及び実態

査」の実施

・市民運営委員会等との意

見交換

・市民ワークショップの実施

・パブリックコメントの実施

・「多摩市男女平等参画推

進審議会」の意見尊重

・多摩市議会への報告

【計画の位置付け】

市
民
参
画
機
会
の
確
保

①「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」第9条に基づく計

画として策定する

②「多摩市基本構想」及び「第五次多摩市総合計画第3期基本計

画」を上位計画として位置づける

健幸まちづくりのさらなる推進、その他の関連する分野別の

計画と整合を図る

③「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に基づく「市町村男

女共同参画計画」として位置づける

④「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律」第2条の3第3項に基づく「市町村基本計画」を本計画に

包含し位置づける

⑤【新規】「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

第6条第2項に基づく「市町村推進計画」を本計画に包含し位

置づける

⑥国の「第4次男女共同参画基本計画」、都の「東京都男女平等

参画推進総合計画」等の趣旨を踏まえて策定する

⑦ＳＤＧｓの基本目標5「ジェンダー平等を実現しよう」に対応する

【計画が持つ理念】

「多摩市女と男の平等参画を推進する

条例」第3条に掲げる基本理念に基づく

行動計画の策定

【主な視点】

①現行計画目標未達成課題の

整理・見直し

②社会情勢等の変化に合わせた課題

の追加・再整理等（※）

【体制】

①個人としての尊重と社会的責任の分かち合い

②固定的な性別役割分担意識に基づく社会制度や慣行の解消

③政策又は方針の立案及び決定に参画する機会の確保

④家庭生活と仕事及び地域活動の両立

⑤性別、性的指向及び性自認による差別、暴力の禁止

⑥特に困難な状況にある人への配慮

※②社会情勢等の変化に合わせた課題の追加・再整理等

・【国】女性活躍推進法の施行（H28.4）

・【国】政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の施行（H30.5）など

・【都】東京都男女平等参画推進総合計画の策定（H29.3）

・【都】東京都性自認及び性的指向に関する基本計画の策定（R1.12）

・【市】ＳＯＧＩ（性的指向・性自認）に関する取組みの推進（第3期基本計画C3-2）

・【市】ＳＤＧｓの基本目標5「ジェンダー平等を実現しよう」への対応

・【市】世界男女平等ランキング第1位のアイスランド共和国のホストタウン登録・交流

・【市】「多摩市民意識及び実態調査」及び「多摩市職員意識及び実態調査」の結果

・【社会】激甚化する災害

・【社会】新型コロナウィルスの影響による「新しい日常」への対応

・【社会】超高齢化社会の到来及び労働力人口の減少

・【社会】相対的貧困率の上昇

・【社会】ライフスタイルの多様化

・【社会】ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）を利用した人権侵害

【庁内体制】



【別紙２】

計画の位置付け

（第4次）

多摩市女と男がとも

に生きる行動計画
（令和2年度～12年度）

配偶者暴力対策基本計画

【新規】女性活躍推進計画

多摩市基本構想（②）

健幸まちづくりのさらなる推進、

関連する市の分野別計画

多摩市女と男の平等

参画を推進する条例

（①）

【国】

■男女共同参画社会基本計法（③）

■配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（④）

■女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（⑤）

■第4次男女共同参画基本計画（⑥）

■政治分野における男女共同参画推進法

【東京都】

■東京都男女平等参画基本条例

■東京都男女平等参画推進総合計画（⑥）

■東京都女性活躍推進計画

■東京都性自認及び性的指向に関する

基本計画

多摩市基本計画（第3期）（②）
ＳＤＧｓ（⑦）

基本目標５「ジェンダー平

等を実現しよう」



【別紙３】

策定体制

事務局：くらしと文化部 平和・人権課 平和・人権・男女平等参画担当

多摩市民
（ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会、ＴＡＭＡ女性センター登録団体含む）

市民意識及

び実態調査
調査回答

市民ワークショップ

パブリックコメント
原案公表

多
摩
市

男
女
平
等
参
画
推
進
審
議
会

諮問

答申

多
摩
市
議
会

報告

意見

【決定】 経営会議

（審議）

多摩市女と男がともに生きる行動計画推進会議
（会長：副市長）

※くらしと文化部に関する事務を所掌しない副市長、健幸まちづくり政策監も必要

に応じて出席

（庁内検討）
■ＤＶ庁内関係所管会議

■多摩市女性活躍推進委員会

■関係各課対象事業調査・ヒアリング など



別紙４

第４次多摩市女と男がともに生きる行動計画（以下、「計画」と記載）策定スケジュール

年度 月 工程 推進会議 男女平等参画推進
審議会

市民参画
（市民運営委員会等）

庁内検討 事務局 議会関係

10

11

12

1

2

3

4

5
※生活環境常任委員会勉強
会（スケジュール案）

6

7

8

9
※生活環境常任委員会（基
本目標報告）

10

11

12
※生活環境常任委員会（骨
子報告）

1
※素案決定後、パブコメ前に
議会に情報提供

2

3
※生活環境常任委員会（原
案報告）

4

5

6

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

原
案

調
査
項
目

計画運用開始

第4回（調査項目検討①）

第5回（調査項目検討②）

市民意識・実態調査

（1/11～1/28）

第6回（調査結果分析①）

【中止】（調査結果分析②）

第3回（素案検討）

素案決定

パブリックコメント

原案決定

骨
子

素
案

庁内該当事業照会

→各課ヒアリング

ＤＶ庁内関係所管会議

多摩市女性活躍推進委員会

第4回（原案検討・まとめ）

素案修正、原案作成

経営会議

協議

市職員意識・実態調査

（2/3～2/18）

【中止】

2/21策定方針検討

素案作成

素案修正

調
査
結
果
分
析
・報
告
書
作
成

策定方針決定

【諮問】※条例第9条

第1回（基本目標検討）

基
本
目
標

策定方針案作成

市民ワークショップ
（市民運営委員会・登録団体）

骨子案作成

基本目標決定

第2回（骨子案検討）

骨子報告

骨子案修正

経営会議

決定

調
査
実
施


